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外商投資産業指導目録（2011年改正版）の公布について 

 

 2011年12月29日、中国政府は12月24日付国家発展と改革委員会・商務部令第12号により「外商投資

産業指導目録（2011年改正版）」（以下「新目録」という。）を発布したことを明らかにした。 

中国がすでに世界第二位の投資受入国となったことを受け、新目録には、経済発展方式の変化を加

速させるための筋書きが織り込まれている。具体的には、国内発展と対外開放を統一的に計画するこ

と、外資構造の最適化を重点的に強調すること、科学技術の創新と産業の高度化を推進すること、第

12次5ヵ年規劃を実施すること、外貨利用レベルを向上すること、経済構造の最適化を調整すること、

国際協力や競争に参与するレベルを更に高め、範囲を更に拡大することにより積極的な促進作用を発

揮することなどである。 

 

１．目録改正の経緯 

外商投資産業指導目録とは、政府が外国企業による投資を認可する際の基準となる規定であり、

同目録には許可類以外の３分類（奨励類、制限類および禁止類）に該当する業種が掲載されてい

る。 

2010年４月に国務院から各省政府および国務院各部・委員会等に対し「外資利用業務をより適

切に行うことに関する若干の意見」が提出されてから、2007年12月1日に施行された「同目録（2007

年改正版）」（以下「旧目録」という。）の再改正は時間の問題と言われてきたが、ようやく公

表された。今回の目録改正の過程では、初めて草案をインターネット上に公開して意見を求めた。

中国の外商投資政策を形成する過程で各方面の意見を慎重に聴取し、政策制定の透明性を高めた

結果、新目録発布が年末ぎりぎりにずれ込むこととなった。 

新目録が2012年1月30日から施行されることに伴い、旧目録は廃止される。 

 

２．改正のポイント 

(1) 対外外開放をより一層拡大すること。 

(2)  製造業の改造とレベルアップを図ること。 

＊ハイエンド製造業を奨励類の重要な分野にし、新技術・新工程・新材料・新設備を利用して

伝統的産業の改造とレベルアップを狙う。 

(3)  新興産業の発展を促進すること。 
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＊省エル環境保護、新情報技術、バイオ、ハイエンド装備の製造、新エネルギー、新材料、新

エネ自動車など新興産業への投資を奨励する。 

(4)  サービス業の発展を促進し、産業構造の調整をすること。 

 ＊サービス業関連条項は、奨励類に占める比率は前より高くなる。 

(5)  各地域の発展のバランスを取ること。 

＊今回の修正で削除された奨励類条項は、今後「中西部地区外商投資優勢産業目録」を修正す

る時に、その中に入れられる可能性があると思われる。 

 

３．主要な変更点   

新目録の構成 

（単位：項）
分類 奨励類 制限類 禁止類

ｳﾁ独資不可 ｳﾁ独資不可
業種 増減 増減 増減 増減 増減
農林水産業・鉱業 20 -1 8 － 11 － 5 － 6 －
製造業 278 -4 25 -8 32 -6 8 － 12 －

化学・素材 69 -8 － － 21 -3 2 － 3 －
機械・通信 185 ＋3 23 -5 6 -2 2 － 2 －
その他 24 ＋1 2 -3 5 -1 4 － 7 －

サービス業・その他 56 ＋8 13 － 37 -1 22 -1 21 -1
合計 354 ＋3 46 -8 80 -7 35 -1 39 -1  
（注）独資不可の条目のうち、中国側の持分支配または相対的持分支配を要求されるもの 

奨励類：18項（-3）、制限類：21項（-1） 

(1) 奨励類に追加された項目 

①紡織・化工・機械製造など分野の新製品・新技術 

②電気電子製品、機械電気設備、電池の中古品の回収処理 

③新エネルギー自動車の肝心な部品の製造 

④IPv6に基づく次世代インターネットシステム設備等の開発と製造 

⑤新エネルギー発電プラント又は主要設備の製造（本項に関しては、従来の持分支配の制限を

取り消された） 

⑥9項目のサービス業：再生水工場の建設と経営、自動車充電所・電池交換所の建設と経営、

農村チェーン配送、パレット及びコンテナユニットの共同使用システムの建設・経営、創業

投資企業、知的財産権サービス、家庭サービス、海上石油汚染処理と生態修復技術及び関連

製品の開発、職業技能教育等々 

(2) 制限類から許可類に調整された項目： 

   ①医療機構 

      ②ファイナンスリース会社等々 

以上 


